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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面のみから光を発する発光素子と、該発光素子の上面に搭載され、前記発光素子の出
射する光を励起光として蛍光を発する蛍光体の結晶体からなる色変換部材とを有し、
　前記色変換部材は、主平面方向の大きさが発光素子の上面の大きさよりも小さく、
　前記色変換部材の外周端面には、環状の光拡散部材が接合され、
　前記環状の光拡散部材は、その厚みが前記色変換部材の厚みと同一もしくはそれ以上で
あって、内周面が前記色変換部材の外周端面に接し、外周面が前記発光素子の外側面の位
置と一致、もしくは、前記発光素子の外側面よりも外側に張り出し、下面が前記発光素子
上面の発光領域の前記色変換部材が配置されていない領域に接して当該領域を覆い、
　前記環状の光拡散部材の内周面は、前記色変換部材の外周端面に接して、前記色変換部
材から出射される光を当該光拡散部材に入射させる第１の入射面を構成し、前記環状の光
拡散部材の下面は、前記発光素子の上面から出射される光を当該光拡散部材に入射させる
第２の入射面を構成し、前記第１の入射面から入射した前記色変換部材からの光は、前記
第２の入射面から入射した前記発光素子からの励起光と前記光拡散部材の内部で混合され
て、前記光拡散部材の上面および外周面から出射され、
　前記色変換部材の上面は、前記光拡散部材で覆われていないことを特徴とする発光装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光装置において、前記光拡散部材の外側面の角部は曲面形状である
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ことを特徴とする発光装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の発光装置において、前記光拡散部材の外周面と前記色変換部材の外周
端面との距離が一定に保たれていることを特徴とする発光装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の発光装置において、前記発光素子の発光波長
が可視光領域にあることを特徴とする発光装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の発光装置において、前記光拡散部材には、粒
径１０ｎｍ以下の増粘材が混合されていることを特徴とする発光装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の発光装置において、前記色変換部材の屈折率は、１．５以上であるこ
とを特徴とする発光装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の発光装置において、前記光拡散部材は、前記発光素子の発する光およ
び前記色変換部材で変換後の光に対して透明な樹脂に、粒径500nm以上10μm以下の粒子を
分散させた材料で構成されていることを特徴とする発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子（LED)の出射光を色変換部材により色変換する発光装置に関し、特
に、発光セラミックスを用いる発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物半導体の発光ダイオード(LED)と、樹脂部材に蛍光体粉末を分散させた蛍光体層
を組み合わせた発光装置は、インジケータやバックライトの光源として広く普及している
。さらに近年では高出力化が進んでおり、一般照明や自動車のヘッドランプの光源として
の採用も始まっている。
【０００３】
　今後もLEDの高出力化は望まれているが、そのためには解決すべき課題が存在する。そ
の課題の一つとして、蛍光体の温度が上昇すると発光強度が低下する現象である温度消光
がある。LEDの出力を高めるためには、駆動電流を増加させる必要があるが、駆動電流の
増加にともないLED内で多量の熱が発生するため、蛍光体が加熱され、蛍光体の発光強度
が低下し、結果的にLEDの高出力化ができないという問題が発生する。
【０００４】
　これを解決するために、特許文献１では、蛍光体粉末を分散した樹脂に代えて、蛍光体
の多結晶からなる発光セラミックスを配置する発光装置が提案されている。発光セラミッ
クスは、蛍光体粉末よりも温度感受性の低いことが知られている。特許文献２および３に
は、発光セラミックスの製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－５３６７号公報
【特許文献２】特開平５－２９４７２２号公報
【特許文献３】特許第３９０６３５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載のように、蛍光体粉末を分散した樹脂層に代えて発光
セラミックスを用いる場合、発光セラミックスの内部を光が伝搬するために、端面から蛍
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光成分が多く出射され、正面と端面とで発光色度が異なる。このため、発光装置として発
光色度の角度依存性が生じてしまうという問題がある。
【０００７】
　より具体的に説明すると、発光セラミックスは、内部に樹脂などの結合部材を含まない
多結晶であり、粒界においても屈折率はほぼ連続している。また、発光セラミックスの屈
折率は、一般的に空気よりも高い。このため、LEDチップの上面に発光セラミックスの薄
板を配置すると、LEDから発光セラミックスの内部に入射した励起光の一部が、発光セラ
ミックス内部を導波する。導波した光は、発光セラミックスの端面から放射される。端面
から放射される光は、上面から放射される光に比べ発光セラミックス内の光路長が長いた
め、蛍光成分が多くなる。これにより、発光装置の上面方向から観測した発光色と、斜め
方向から観測した発光色度が大きく異なり、発光装置を光源として使用する場合に問題と
なる。
【０００８】
　本発明の目的は、LED上面に発光セラミックスを配置した発光装置であって、発光色度
の角度依存性の小さい装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明では、以下のような発光装置が提供される。すなわ
ち、発光素子と、発光素子の上面に搭載され、発光素子の発光色を変換する色変換部材と
を有する発光装置であって、色変換部材は、主平面方向の大きさが発光素子の上面の大き
さよりも小さい。色変換部材の外周端面には、光拡散部材が接合され、光拡散部材は、発
光素子上面の発光領域の色変換部材が配置されていない領域を覆っている。これにより、
色変換部材内部を導波し、端面から出射される蛍光成分の多い光は、光拡散部材に入射し
、発光素子から光拡散部材の下面に直接入射する励起光と光拡散部材の内部において混合
される。発光セラミックスの端面方向から出射される光の励起光成分を増加させることが
でき、上面方向から出射される光との発光色度の差を低減することができる。
【００１０】
　変換部材は、結晶体からなることが好ましい。例えば、色変換部材は、発光素子の出射
する光を励起光として蛍光を発する蛍光体の結晶体からなる構成とする。
【００１１】
　光拡散部材は、例えば、発光素子の発する光および前記色変換部材で変換後の光に対し
て透明な樹脂に、粒子を分散させた構成とする。粒子の粒径は、500nm以上10μm以下であ
ることが好ましい。
【００１２】
　もしくは、光拡散部材は、色変換部材の結晶体とは異なる結晶構造の不純物相を含む結
晶体からなる構成とすることも可能である。
【００１３】
　例えば、色変換部材の結晶体は、結晶構造に発光中心イオンを含み、光拡散部材の結晶
体は、発光中心イオンを含まない構成とする。
【００１４】
　本発明の別の態様によれば、以下のような発光装置の製造方法が提供される。すなわち
、発光素子と、発光素子の上面に搭載された色変換部材と、色変換部材の外周端面に接合
された光拡散部材とを有する発光装置の製造方法であって、色変換部材として、蛍光体の
結晶体からなる光透過性セラミックスを用意し、光拡散部材として、蛍光体と同じ結晶構
造の結晶体に、光散乱性を生じさせる不純物相が含まれた材料からなる光拡散性セラミッ
クスを用意し、光透過性セラミックスの外周端面に、光拡散性セラミックスを接触させた
状態で焼成することにより、両者を接合する方法である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、色変換部材内部を導波し、端面から出射される蛍光成分の多い光が、
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光拡散部材に入射し、光拡散部材の下面に発光素子から直接入射する励起光と光拡散部材
の内部において混合されるため、色変換部材の端面方向から出射される光の励起光成分を
増加させることができる。これにより、発光色度の角度依存性の小さく、大出力化が可能
な発光装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態の発光装置の断面図。
【図２】本実施形態の発光装置の上面図。
【図３】本実施形態の発光装置の拡散体部材の角部を曲面とした構造を示す上面図。
【図４】本実施形態の発光装置で用いることができるLEDチップの断面図。
【図５】本実施形態の発光装置で用いることができるLEDチップの断面図。
【図６】比較例の発光装置の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の一実施形態について説明する。
【００１８】
　本発明の発光装置は、内部に樹脂などの結合部材を含まない結晶体の蛍光体である発光
セラミックスを色変換部材としてもちいる。発光セラミックスは、薄板状にし、LEDチッ
プの上面（発光面）に搭載する。このとき、発光セラミックスの大きさは、LEDチップの
上面よりも小さくし、LEDチップの上面における周縁部には発光セラミックスを配置しな
い。発光セラミックスの端面（外側面）からLEDチップの上面周縁部を覆うように、光拡
散体を配置する。これにより、発光セラミックスの端面から出射された蛍光は、光拡散体
内部に入射し、LEDチップの上面周縁部から光拡散体に入射した励起光と混合および拡散
されて出射されるように構成する。
【００１９】
　本実施形態の発光装置の構成を図１および図２を用いて説明する。図１および図２は、
発光装置の断面図および上面図である。基板220上にLEDチップ230が固定され、LEDチップ
230の上面には発光セラミックス210が搭載されている。LEDチップ230は、実質的にチップ
上面からのみ光を放射するものを用いる。
【００２０】
　発光セラミックス210は薄板状であり、主平面方向のサイズは、LEDチップ230の上面よ
りも小さく、LEDチップ230の中央に配置されている。このため、LEDチップ230の上面の周
縁部には、発光セラミックス210が配置されていない領域が存在する。
【００２１】
　LEDチップ230の上面周縁部には、環状の拡散体部材240が配置されている。環状の拡散
体部材240の内周面は、発光セラミックス210の外周端面と接合されている。拡散体部材24
0の厚みは、発光セラミックス210の厚みと同一もしくはそれ以上であることが望ましい。
拡散体240の外側面の位置は、図１のようにLEDチップ230の外側面の位置と一致している
か、もしくは、拡散体240の外側面の方がLEDチップ230の外側面よりも外側に張り出して
いることが望ましい。
【００２２】
　このような構造とすることで、LEDチップ230の上面から出射された光は、発光セラミッ
クス210と拡散体部材240に入射する。発光セラミックス210は、LEDチップ230の光の一部
を吸収して励起され、蛍光を発する。発光セラミックス210の上面からは、LEDチップ230
から出射され発光セラミックス210を透過した光と、発光セラミックス210が発した蛍光と
の混合光が出射される。LEDチップ230の出射光の一部は、発光セラミックス210の上面と
下面で多重反射されることにより、発光セラミックス210の内部を伝搬しながら発光セラ
ミックス210を励起するため、発光セラミックス210の主平面の法線方向に透過する励起光
と比較して発光セラミックス210内部を通過する光路長が長く、蛍光を多く生じさせる。
このため、発光セラミックス210の端面210aから出射される光は、上面よりも蛍光成分が



(5) JP 5368913 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

多く、蛍光体セラミックス210の上面からの出射光とは色度が異なる。本実施形態の構成
では、拡散体部材240において、発光セラミックスの端面からの出射光にLEDチップ230か
らの励起光を混合し、色度を調整する。
【００２３】
　すなわち、発光セラミックス210の端面210aから出射される光（蛍光成分および励起光
成分）は、発光セラミックス210aの端面に接している拡散体部材240の内側面から入射し
、内部で散乱される。一方、拡散体部材240の下面からは、LEDチップ230の上面からの光
が直接入射し、発光セラミックス210の端面210aからの光と混合される。これにより、発
光セラミックス210の端面から出射された光に励起光が混合され、色度が調整される。拡
散体部材240の内部で混合および散乱された蛍光と励起光は、拡散体の上面および外側面
から出射される。これにより、拡散体部材240の外側面から蛍光成分と励起光成分との割
合が調整された光が出射されるため、発光セラミックス210の上面から出射光との色度差
が小さく、色度の角度依存性を低減することができる。
【００２４】
　拡散体部材の光拡散特性および幅、発光セラミックス210の厚みや発光中心イオンの濃
度を制御することにより、発光セミックスと拡散体の発光色度を同じにすることが可能で
あり、温度消光を生じにくい発光セラミックスを用いて色変換を行う発光装置でありなが
ら、発光色度の角度依存性を小さくできる。
【００２５】
　発光セラミックス210は、樹脂などの結合部材を５wt％以下と実質的に含まないセラミ
ックスの結晶体からなり、形状は、所定の厚さの薄板状である。発光セラミックス210の
結晶体は、一般的には粒界が存在する多結晶体であるが、多結晶体に限らず、全体が単結
晶であってもよい。例えば、YAG（Y2Al5O12）に代表されるガーネット構造を持つ蛍光体
、シリケート蛍光体、アルミネート蛍光体、スカンジネート蛍光体、サイアロンに代表さ
れる酸窒化物蛍光体、ニトリドシリコンナイトライドやニトリドアルミシリコンナイトラ
イドに代表される窒化物蛍光体、ハロシリケート蛍光体、ハロボレート蛍光体、硫化物蛍
光体等のうちから選択した１種類の蛍光体の多結晶体や単結晶体、もしくは２種類以上の
蛍光体の混合物の多結晶体を用いることができる。特に、所定の不純物（発光中心イオン
：例えばCe）がドープされたYAG蛍光体は、高い発光効率を有し、青色光によって励起さ
れ黄色蛍光を発する。このため、青色励起光と黄色蛍光との混合光により白色光を得られ
るため実用上有利である。
【００２６】
　また、透光性の高い発光セラミックスである場合には、発光セラミックス内での光の損
失避けることができ、発光装置の高輝度化を達成可能であるため望ましい。ただし、この
ことは、発光セラミックスに空孔や不純物相を導入することによって適当な光拡散特性を
付与することを妨げるものではない。
【００２７】
　さらに、光取り出し効率の向上や任意の配光特性を持たせるために発光セラミックスの
表面に成型研磨、エッチング等により所定の微細構造を設けたものを用いることも可能で
ある。
【００２８】
　拡散体部材240としては、光拡散樹脂もしくは光拡散セラミックスを用いることが可能
である。
【００２９】
　光拡散樹脂としては、例えば、樹脂中に拡散材を混合したものを用いる。拡散材により
前方散乱を後方散乱よりも多く生じさせる構成である場合、拡散体部材240から効率よく
光を取り出すことが出来るため好ましい。
【００３０】
　樹脂は、シリコーン系、エポキシ系、シリコンエポキシ系、フッ素系等を用いることが
できるが、特にシリコーン樹脂が好適である。拡散材としては、酸化アルミニウム、二酸
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化チタン、酸化ジルコウム、酸化マグネシウム等の無機材料の微粒子やフィラーを用いる
ことが好ましい。
【００３１】
　拡散材としては、粒径が10nm以上20μm以下のものが好ましい。特に、500nm以上10μm
以下の粒径の場合、前方散乱が多く生じるため好ましい。これは励起光や蛍光が可視光で
ある場合、拡散材の粒径が500nm以上であればMie散乱のうちの前方散乱の成分が多くなり
、10μmより大きくなると粒子による光の反射や屈折により相対的に前方散乱の成分が小
さくなる性質があるためである。
【００３２】
　樹脂と拡散材の混合割合は、所定の割合に設定することができる。未硬化の樹脂と拡散
材を混合してペーストにする工程には、例えば、回転脱泡装置を用いることができる。拡
散度合いや成形のし易さを考慮すると、30～70wt%の拡散材を含む光拡散樹脂を用いるこ
とが望ましい。さらに拡散材とは別にペーストの粘度を調整するために粒径10nm以下のヒ
ュームドシリカ等の増粘材を混合することも可能である。
【００３３】
　拡散体部材240としては、光拡散セラミックスを用いることも可能である。光拡散セラ
ミックスとは、拡散特性を有するセラミックスであり、例えば、発光セラミックスと同じ
結晶構造を持つセラミックスで、かつ発光中心イオンを含まず、結晶構造のなる不純物相
を含むセラミックスを用いることが可能である。不純物相が光散乱性を生じさせるため、
同じ結晶構造をもつセラミックスであっても拡散特性を有する。
【００３４】
　また、拡散体部材240の形状としては、図３のように角部が所定の曲率半径の曲面形状
であることが好ましい。角部を曲面形状にすることにより、拡散体部材240の外側面と発
光セラミックス210の端面との距離を角部においてもほぼ一定に保つことできるため、外
周方向における発光色度の分布を低減することができる。ただし、拡散体部材240の角部
を曲面形状にした場合であっても、LEDチップ230の上面が拡散体部材240の外側に露出し
ないように構成することが望ましい。LEDチップ230の出射光が拡散体部材240の外側から
直接出射されるのを防止するためである。このため例えば、拡散体部材240のLEDチップ23
0の外側面よりも外側に張り出すように形成するか、もしくは、拡散体部材240の外側に位
置するLEDチップ230の上面領域に遮光部材を搭載することが可能である。
【００３５】
　また、図１に示した構造では、発光セラミックス210の上面に拡散体部材240は形成され
ていないが、本発明は、発光セラミックス210の上面を拡散体部材240が覆っている構造と
することも可能である。
【００３６】
　LEDチップ230としては、例えば、発光波長が可視光領域にあるものを用いる。具体的に
は窒化ガリウム系化合物半導体、酸化亜鉛系化合物半導体、セレン化亜鉛系化合物半導体
などが挙げられる。特に、白色光を発する発光装置の場合には、発光波長が440～470nmの
青色光範囲にあるLEDチップが好適である。
【００３７】
　LEDチップ230の構造は、励起光を発光セラミックス210および拡散体部材240に効率よく
入射させるため、実質的にチップ上面のみから光を取り出すことの出来るチップ構造であ
ることが望ましい。
【００３８】
　このようなチップ構造例として、図４や図５のような構造のLEDチップを用いることが
できる。図４のLEDチップは、基板230側から順に積層された、ｐ型電極層340、p型半導体
層330、活性層320、ｎ型半導体層310を有し、p型半導体層330および活性層320の一部を切
り欠き、ｎ型電極350を配置したフリップチップである。図５のLEDチップは、基板230側
から順に積層された、支持基板460、ｐ型電極層450、p型半導体層440、活性層430、ｎ型
半導体層420を有し、ｎ型半導体層420上の一部にｎ型電極410が配置された構造である。
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【００３９】
　図４および図５のLEDチップはエピタキシャル層310～330、420～440の成長後に成長基
板を除去しているため厚みが数μmと薄い。さらに活性層の下に反射面となる電極340,450
を配置し、チップ上面に位置するn型半導体層310、420には光取り出し構造を設けている
。このため実質的にチップ上面のみから光を取り出すことが可能である。
【００４０】
　次に、本実施形態の発光装置の製造方法について説明する。
【００４１】
　まず、発光セラミックスを製造する。発光セラミックスはすでに広く知られている透光
性セラミックスの製造方法を用いて製造することが可能である。透光性セラミックスの製
造方法は、例えば上述した特許文献2および3に記載されている。
【００４２】
　一例として、CeがドープされたYAG：Ce多結晶からなる発光セラミックスを製造する場
合について説明する。出発原料の混合工程、成形工程、焼成工程、加工工程を経て製造す
る。
【００４３】
　出発原料には、酸化イットリウムや酸化セリウムやアルミナ等YAG：Ce蛍光体の構成元
素の酸化物や、焼成後に酸化物となる炭酸塩、硝酸塩、硫酸塩等を用いる。出発原料の粒
径は、サブミクロンサイズのものが望ましい。これらの原料を化学量論比となるように秤
量する。このとき焼結後のセラミックスの透過率向上を目的として、カルシウムやシリコ
ンなどの化合物を添加することも可能である。
【００４４】
　秤量した原料は、水もしくは有機溶剤を用い湿式ボールミルにより十分に分散、混合を
行う。次に、混合物を所定の形状に成形する。成形方法としては、一軸加圧法、冷間静水
圧法、スリップキャスティング法や射出成形法等を用いることができる。得られた成形体
を1600～1800℃で焼成する。これにより、透光性のYAGセラミックスを得ることがきる。
最後にセラミックスを所望の大きさに切断し、研磨することでYAGの発光セラミックスを
得る。一例としては、厚さ数十～数百μmの発光セラミックス210に加工する。主平面方向
の大きさは、LEDチップ230の上面よりも小さい形状に加工する。
【００４５】
　得られた発光セラミックス210の端面210aに拡散体部材240を接合する。まず、拡散体部
材240として光拡散樹脂を使用する場合について説明する。光拡散樹脂製の拡散体部材240
を形成する場合には、発光セラミックス210の端面210a上に未硬化の光拡散樹脂材料（ペ
ースト）を成形する工程と、光拡散樹脂材料を加熱により硬化させる工程を行う。これに
より、光拡散樹脂からなる拡散体部材240が所定形状に成形されるとともに、発光セラミ
ックス210の端面210aに接合される。
【００４６】
　光拡散樹脂材料（ペースト）は、未硬化の所定の樹脂と、所定の粒径および量の拡散材
とを用意し、これらを混合したペーストを用意する。ペーストを発光セラミックス210の
周囲に所定の拡散体部材240の形状に成形する。ペーストを拡散体部材240の形状に成形す
る方法としては、印刷法や型枠法等を用いることができる。印刷法の場合には、まず発光
セラミックス210を適当な基板に固定し、その周囲に開口部をもつマスクをかける。マス
クの上にペーストを配置し、スキージで印刷することにより発光セラミックス210の周囲
にペーストを充填することによりペーストを成形する。次にマスクを外した後、所定の硬
化方法、例えば加熱硬化工程を実施し、ペーストを硬化させる。
【００４７】
　型枠法の場合は、発光セラミックス周囲に金属やゴムの型枠を設け、そこにペーストを
注入することによりペーストを成形する。次に型枠をはずさないまま、所定の硬化方法、
例えば加熱により硬化させる。硬化後に型枠をはずす。なお、先に型枠を用意し、そこに
樹脂と拡散材からなるペーストを満たし、後から発光セラミックス210を型枠の中に入れ
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、硬化させる工程とすることも可能である。
【００４８】
　また、本発明は、発光セラミックス210の上面を拡散体部材240が覆っている構造として
もよい。このような構造のものも、印刷法や型枠法で形成することが可能である。
【００４９】
　つぎに、拡散体部材240として光拡散セラミックスを用いる場合の製造方法を説明する
。一例として、発光セラミックス210をYAGセラミックスを用いる場合について説明する。
この場合、光拡散セラミックスは、発光中心イオンを含まず、YAGの化学量論比からモル
比で数ppm～数%ずらした組成で材料仕込み、後は発光セラミックスと同じ手順で作製する
ことが可能である。YAGの化学量論比からわずかにずらした組成にすることでセラミック
ス中にYAGとは屈折率のことなる不純物相が出現するため、そのセラミックスは拡散特性
を生じ、光拡散セラミックスが得られる。
【００５０】
　得られた光拡散セラミックスを拡散体部材240の形状に加工する。発光セラミックス210
と光拡散セラミックスからなる拡散体部材240の接着面（端面210a）を十分に研磨した後
、両者を接触させ、そのまま再度1600～1800℃で焼成する。これにより、発光セラミック
ス210と光拡散セラミックスからなる拡散体部材240とを接合すことが可能である。
【００５１】
　次に、予め配線パターンが形成された基板220を用意し、別途製造しておいたLEDチップ
230を基板220上にボンディングする。LEDチップ230の電極を基板220上の配線と接続する
。上述した工程で製造した拡散体部材240付きの発光セラミックス210を、LEDチップ230の
上面に搭載し、接合する。拡散体部材240付き発光セラミックス210は、LEDチップ230と直
接接合するのが望ましい。接合には接着剤や樹脂、低融点ガラス等を用いることができる
。以上により、本実施形態の発光装置が完成する。
【００５２】
　本実施形態の発光装置は、高出力が要求されるLED発光装置全般に用いることができ、
特にヘッドランプ用光源、ならびに、照明用光源として適している。
【００５３】
　なお、上述の実施形態では、色変換部材として蛍光体の多結晶体である発光セラミック
スを用いる例について説明したが、色変換部材の内部を光が導波する現象は、蛍光体の多
結晶体に限らず、屈折率が、例えば屈折率１．５以上の平板状の部材を用いる場合に生じ
る。特に、透明性が高く、屈折率が内部でほぼ連続した多結晶体や単結晶体において生じ
る。よって、本願発明の構成は、色変換部材として蛍光体の発光セラミックスを用いる場
合に限定されるものではなく、内部を光が導波する他の色変換部材、例えば高調波を用い
る色変換部材（SHG素子等）に適用することも可能である。
【００５４】
　また、上述の実施形態では色変換部材（発光セラミックス210）、光拡散部材240共に、
結晶体を用いる場合、すなわち、光拡散部材240として光拡散セラミックスを用いる場合
、発光セミックス210と同じの結晶構造を有する場合について説明したが、これに限らず
発光セラミックス210とは別の結晶構造を有するものでもかまわない。ただし、発光セラ
ミックス210と光拡散部材240とが同一の結晶構造である場合には、接合が容易であるため
好ましい。発光セラミックス210と光拡散部材240とが別の結晶構造の場合、熱膨張による
割れや、界面に欠陥が生じる可能性があるため、それを生じさせないような接合方法を工
夫することが好ましい。
【実施例】
【００５５】
　以下、本発明の実施例を説明する。
【００５６】
　（実施例１）
　図１および図２の構造の発光装置を以下のように製造した。
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【００５７】
　神島化学工業製のセリウム濃度0.5mo1%のYAGセラミックスを、一辺の長さ0.8mm、厚さ0
.1mmに成形し、発光セラミックス210を得た。これをアルミの基板の上に固定した。次にY
AGセラミックス周囲に幅1.0mmの開口が形成された厚み0.1mmのメタルマスクで覆い、粒径
600nmの酸化チタン粒子を60wt%含むシリコーン樹脂のペーストで印刷法により開口を充填
し、拡散体部材240の形状に成形した。
【００５８】
　マスクをはずした後に150℃で2時間加熱しペーストを硬化させた。これにより、端面21
0aに幅0.1mm、厚み0.1mmの拡散体部材240が接合された発光セラミックス210を作製した。
【００５９】
　次に、所定の配線パターンが形成されたアルミナ基板220を用意した。アルミナ基板220
の上には、上面の一辺が1.0mm角のLEDチップ210が金ボールバンプにより予めボンディン
グされている。
【００６０】
　LEDチップ210の上面に、拡散体部材240付き発光セラミックス210をシリコーン樹脂で接
着し、150℃で2時間加熱硬化させた。これにより、図１の構造の発光装置を得た。
【００６１】
　得られた発光装置の発光色度の角度依存性を評価した。評価方法は、発光装置のLEDチ
ップ230を発光させ、拡散体部材240付き発光セラミックス210の直上方向（法線方向）と
、直上方向から45度傾けた方向から発光色度を測定した。測定には、Radiant Imagmg社製
の測定器ProMetricを用いた。評価にはCIE1931のxy空間の値を使用した。測定した結果を
下記表1に示す。なお測定時のLEDの駆動電流は700mAであった。
【００６２】
　（実施例2）
　酸化チタン粒子を30wt%含むシリコーン樹脂のペーストを使用して拡散体部材240を形成
した。それ以外は、実施例1と同じ材料および工程で発光装置を製造し、評価を行った。
測定結果を表1に示す。
【００６３】
　（実施例3）
　拡散体部材2の幅を0.05mmとした。それ以外は実施例1と同じ材料及び工程で発光装置を
製造し、評価を行った。測定結果を表1に示す。
【００６４】
　（比較例）
　図６に示すように、拡散体部材を備えずLEDチップ230の上面全体に発光セラミックス21
0を搭載した。それ以外は実施例1と同じ材料および工程で発光装置を製造し、評価を行っ
た。測定結果を表1に示す。
【表１】

　（評価）
　表1の結果の通り、実施例１～３の発光装置の色度差は、比較例の色度差よりも小さく
、拡散体部材240を配置することによって発光色度の角度依存性を小さくできることが確
認できた。



(10) JP 5368913 B2 2013.12.18

【符号の説明】
【００６５】
220…基板、210…発光セラミックス、230…LEDチップ、240…拡散体部材、310…ｎ型半導
体層、320…活性層、330…p型半導体層、340…p型電極層、350…ｎ型電極、410…ｎ型電
極、420…ｎ型半導体層、430…活性層、440…p型半導体層、450…ｐ型電極、460…支持基
板。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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